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＜新型コロナウイルス感染症対策支援事業＞ 

県内初！市内の NPO法人へ感染症対策に係る経費を補助します 

「市民活動日本一」を目指す龍ケ崎市では、市内 NPO 法人が実施する事業のうち、感染症

対策をして行う従来の活動や、コロナ禍により生じた地域課題を解決するための活動に対し、

最大20万円の補助金を交付する補助事業「龍ケ崎市新型コロナウイルス感染症対策ＮＰＯ法

人応援事業費補助金」の受付を本日、令和2年10月26日（月）から開始します。 

 

本事業は茨城県内市町村では初の取り組みとなり、感染症対策に講じながら事業遂行に 

尽力されている市内のNPO法人を支援するために制定しました。 

  

■対象者 龍ケ崎市内に主たる事務所を構えるＮＰＯ法人（全33法人）のうち、令和

２年９月1日以前に事業を開始し、今後も事業継続の意思を有するもの 

■申請受付期間 令和２年10月26日（月）～令和3年2月1日（月） 

■補助金額 １事業者当たり２０万円を限度に、1回限り交付 

（当該額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額） 

※予算の範囲内（500万円）で交付予定 

■補助対象経費 令和2年4月1日から令和3年2月1日までに実施した活動のうち、感染症防

止策等の対策をして実施する従来の活動や、感染拡大により生じた地域の

課題を解決するための活動に使用する消耗品や備品、臨時で雇用する従

業員等に対して支払う賃金等 

■資料 概要資料 
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龍ケ崎市 市民生活部 コミュニティ推進課 市民活動推進グループ 
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